
 

 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

 

令和６年７月５日 

みどり環境局環境影響評価課 

２０２７年国際園芸博覧会 環境影響評価準備書に対する 

審査書を作成しました 
 

２０２７年国際園芸博覧会に係る横浜市環境影響評価条例の手続を令和３年３月18日に開始し、横

浜市環境影響評価審査会（会長：奥 真美 東京都立大学都市環境学部教授）において審議を重ねてき

ました。 

このたび、環境影響評価準備書に対する審査会の答申を受け、横浜市において環境の保全の見地か

らの意見を記載した審査書を作成し、事業者に送付しました。また、令和６年７月５日にその旨を公

告し、縦覧を開始しましたのでお知らせします。 

 

１ 審査書の主な内容 

【事業計画について】 

 国際的な園芸・造園の振興や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造や社会的な課題解決

等への貢献を博覧会の目的としていることから、GREEN×EXPO にふさわしいサステナブルな博

覧会の実現に向けて、関係者や来場者と一体となって、カーボンニュートラルや生物多様性の

保全・向上、資源循環について積極的な姿勢で取り組んでください。 

 輸送計画の深度化に当たっては、公共交通の利用促進策をはじめとして、シャトルバスの運行

計画、会場隣接駐車場とパークアンドライド駐車場における予約制の導入や料金設定等の運

用、安全な誘導など、円滑な来場者の輸送を実現するための運営について検討し、確実に履行

してください。 

 対象事業実施区域においては、旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業（以下「土地区画整理

事業」という。）により保全対象種の生息・生育環境が整備された後に、博覧会が開催され、

博覧会開催後は会場区域が公園として利用されます。関連事業である土地区画整理事業や（仮

称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業（以下「公園整備事業」という。）と連携して、工事や保

全対象種の生息・生育環境の維持管理の計画を具体化するとともに、新たに対策が必要となっ

た場合は適切に対応するなど環境の配慮に努めてください。また、庭園や現況の草地環境を生

かした広場など新たな緑環境の整備を行うことから、そこで得られた生態系の影響に関する知

見を公園整備事業に引き継いでください。 

【その他】 

環境影響評価項目の「温室効果ガス」「生物多様性」「水循環」「廃棄物・建設発生土」「騒

音」「地域社会」「景観」について留意する内容を記載しています。 

※審査書の全文は横浜市ホームページに掲載します。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/hozentorikumi/ 

assessment/shinaijigyou/96-mokuji/shinaijigyou-96.files/96shinsasho.pdf 

 

 

 

 

裏面あり 



 

２ 事業の概要 

対象事業の名称： ２０２７年国際園芸博覧会 

対象事業の種類： 開発行為に係る事業 

事  業  者： 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

対象事業実施区域： 横浜市旭区上川井町、瀬谷区瀬谷町 

事 業 の 内 容： 国際的な園芸文化の普及や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造や社会

的な課題解決等への貢献を目的として、まちづくりが進められている旧上瀬谷

通信施設地区の一部を会場として活用し、国際園芸博覧会を開催する 

 

３ これまでの環境影響評価準備書の手続 

令和５年10月13日 環境影響評価準備書 提出 

令和５年10月25日 環境影響評価準備書 公告 

（縦覧、意見書の受付 令和５年10月25日～12月８日、意見書43通） 

令和５年11月２日 横浜市環境影響評価審査会に諮問（審議回数11回） 

令和６年６月13日 横浜市環境影響評価審査会から答申 

令和６年６月26日 審査書を作成し、事業者に送付 

 

４ 審査書の写しの縦覧 

縦覧期間 令和６年７月５日（金）から令和６年８月５日（月）まで 

縦覧場所 みどり環境局環境影響評価課、旭区役所区政推進課、瀬谷区役所区政推進課 

 

５ 今後の予定 

 事業者は、審査書の内容について検討し、必要に応じて準備書の内容を見直した上で、「環境影響

評価書」を作成し、横浜市に提出します。横浜市は、提出された評価書を公告、縦覧し、横浜市ホー

ムページでも公開します。事業者は、評価書の公告後に対象事業の実施が可能になります。 

 

環境影響評価制度とは 

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施しよ

うとする事業者自らが、その事業が環境に及ぼす影響につ

いて事前に調査、予測、評価を行い、その結果を公表し、

市民や市長から意見を聴くなどの手続を通じて、適切な環

境保全対策等を検討し、事業計画に反映させる制度です。 

 

※これまでの手続状況等は、横浜市環境アセスメントのホームページをご覧ください。 

（「横浜市 環境アセスメント」で検索） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/hozentorikumi/ 

assessment/shinaijigyou/96-mokuji/shinaijigyou-96.html 

 

お問合せ先 

みどり環境局環境影響評価課長 成田 政彦  Tel 045-671-2500 
 

 


